
美祢市では、全小・中学校で「共同実施」に取り組んでいます。
“日本一学びの好きな子どもと教師のいる学校づくり”のために、拠点校と連携校が

連携をとりながら実践を進め、学校に還元できる取組を展開していきます。

平成２５年６月発行
美祢市学校事務共同実施会

じ む だ よ り
第２６号 美東グループ担当

大嶺小を拠点校に、運営

責任者（早稲田・内田）の

２名が全体の運営を行っ

ていきます。

共同実施業務（定例業務）

グループ共同実施会で諸手当・諸帳簿確認、市会
計・旅費等の業務作業を行い、事務の定着化・平
準化を図る。

共同実施業務（教育活動の支援）

教員との協働体制により、学校徴収金や教科書事務、
転出入事務等を支援することで、教員の事務負担軽
減を図り、児童生徒に向き合う時間の確保に繋げる。

事務の効率化
（迅速・適正・効率的）

美祢市共同実施会 ＨＰアドレス

グループ別割当業務

準化を図る。 減を図り、児童生徒に向き合う時間の確保に繋げる。

事務部門の強化に係わる研究

「各種手引」の作成・更新改訂等をグループ別に
研究作業する。ソフトの活用、｢じむだより｣等を
発行し、市内共有の情報を提供する。

事務職員のニーズへの対応

巡回訪問や情報発信、資質向上のための研修を行
う。また、グループ内での相互協力体制づくりを
強化する。

実 施 内 容

ＨＰのリニューアル
に向け、内容を検討中
です。
現在のＨＰはまだ見

ることができるので、
是非、ご覧ください。

１１月
厚保豊田前
グループ １月

伊佐於福
グループ

６月
美東グループ

９月
大嶺グループ

３月
秋芳グループ

・「年間業務計画表」及び「検索くん」（業務内容一覧）の見直し
・「美祢市会計事務の手引」更新・改訂

・「美祢市学校事務共同実施」ホームページのリニューアル
・「教科書事務の手引」の見直し

美祢市共同実施会 ＨＰアドレス
http://www.minejimu.org/



変更前 確認方法・・・勤務開始から３ヶ月の所得実績平均により要件を確認

確認時期・・・確認時期を含む直近３ヶ月の所得の平均を毎月確認

変更後 確認方法・・・勤務開始から１年間は、 ３ヶ月後→６ヶ月後→９ヶ月後の所得実績の平均

勤務開始から１２ヶ月後 に、所得実績合計額 により要件を確認

１年に一度行われる「諸手当認定状況の確認」「共済組合被扶養者の資格確認（検認）」の時期が近づいてき

ました。

現在受けている諸手当（通勤・住居・扶養・単身赴任手当）や、共済組合の被扶養者について、認定要件を満

たしているかどうか関係書類により確認を行います。

確認に必要な書類については、７月に入って事務担当者からお知らせしますので、よろしくお願いします。

※現在認定を受けている状況に変更が生じた場合は、すみやかに事務担当者に連絡してください。

（例）道路開通に伴う最短経路の変更、扶養親族（被扶養者）の収入額の増・減、借家の契約内容の変更等

パート所得等、月額が変動する場合は、収入の増加に注意しましょう。

期末勤勉手当の支給日まであと少し ６月２８日(金）が支給日です！
支給率 １．９０ ＝ 期末手当１．２２５＋勤勉手当（０．６７５） ←標準成績率

（新採、臨採、休職等ある方は、期間に応じた金額）

パート所得等、月額が変動する場合は、収入の増加に注意しましょう。

平均が１０８，３３３円以下ですか？賞与相当のものが出ていませんか？

ホッ！と、ひといき休憩タイム

豆知識 「丑の日のうなぎ」

７月の土用の丑の日（今年は22日）には、

なぜ「うなぎ」!? この風習、実は江戸時

代の万能学者で発明家でもある平賀源

内が仕掛けたものだそうです。知り合いの

うなぎ屋さんが夏にうなぎが売れないと

困っていたのを見て、店の前に「土用の丑

の日、うなぎの日」という貼り紙をしたので

す。これが大当たりして、食習慣となりまし

た。た。


